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コンクリート工数量集計表

６－１１－２ 型 枠 工

１．型枠工の適用基準

鋼橋床版，砂防ダム，トンネル等を除く一般土木構造物の適用基準は次表とする。

表６－１９

種 類 適 用 平均高さ区分

鉄筋構造物 ・鉄筋構造の擁壁，橋台，橋脚

・ポンプ場下部工

・半径Ｒ＝５ｍを超える構造物の円形部

20・水路 ４

30・ボックスカルバート ４

～ ～

・水門，樋門，樋管 ｍ ｍ20 30
・橋の地覆 未 ｍ ｍ 超

・その他鉄筋量の多い構造物等 満 未 以

無筋構造物 ・重力及びもたれ式擁壁等 満 下

・マッシブな基礎

・比較的単純な鉄筋を有する半重力式擁壁及び橋台等

・海岸堤防

円 形 ・半径Ｒ＝５ｍ以下の構造物の円形部

小型構造物 ・最大高さ１ｍ程度の擁壁，水路及び側溝等の断面積が小さく連続

している構造物

・法留め

・側溝及び集水桝の蓋

・ブロック積等の基礎型枠

小型構造物 ・集水桝等のように比較的コンクリート量の少ない形状の複雑な構 な し

造物

・防護柵等の基礎で少量（１ｍ 以下）のコンクリートが点在して3
いる構造物

・管渠に接続する呑吐口の型枠

・均しコンクリート

均し型枠 ・境界ブロック等の基礎型枠

・縁石を用いた現場打ちＬ型側溝

(注) 型枠数量は，上記区分より数量計算書をとりまとめること。

「土木構造物設計マニュアル(案)－土工構造物・橋梁編－」に基づき設計された場所打ち鉄筋構

造物（省力化構造）の内，平均設置高 ｍ以下の型枠工は別途区別すること。30

第６章 数量計算要領
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２．数量算出区分

高さ区分については，一連の構造物全体を一単位として，型枠平均設置高４ｍ未満，４ｍ以上に区分し，平均設置

高４ｍ以上については施工基面からの最大高さ２０ｍ未満，２０～３０ｍ，３０ｍ超に区分する。

図６－４７

( ) 平均設置高さ：Ｈ＝（Ｈ３＋Ｈ４）÷２1

( ) 施工基面からの最大高さ（Ｈ１またはＨ２）2

３．型枠設計箇所

( ) 小型構造物（胴木等）の勾配が１割より急な箇所は型枠を計上する。1

( ) 無筋，鉄筋構造物の勾配が３割より急な箇所は型枠を計上する。2

例：橋台，橋脚のフーチング，逆Ｔ型擁壁等

図６－４８

( ) 目地型枠（鉄筋，無筋構造物）は目地工で計上する。3

( ) 小型水路の型枠は，側壁先行施工で考える。4

図６－４９

( ) 法枠工の縦枠，横枠は同時施工で考える。5

図６－５０

第６章 数量計算要領
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( ) 函渠の場合，端部型枠を計上する。6

図６－５１

６－１１－３ 鉄 筋 工

１．とりまとめ区分

重量は鉄筋径及び材質ごとに集計するものとする。

２．とりまとめ方

( ) 鉄筋は各工種別に鉄筋径ごとに分類して重量を集計する。1

( ) 場所打ち杭の場合は杭１本ごとに重量を集計する。2

( ) 鉄筋を圧接する場合は径ごとに圧接箇所数を集計する。3

( ) 鉄筋の定尺長は３．５～１２ｍとする （０．５ｍピッチ）4 。

( ) 鉄筋の継手構造はφ２５㎜までは重ね継手，φ２９㎜からはガス圧接継手を原則とするが場所打杭は重ね継5

手とする。

( ) 標準設計を使用する場合は，ｍ当数量を小数２位止まり（四捨五入）で行うものとする。なお，ｍ当数量の6

単位は とする。kg

( ) 標準設計は，配力筋の継手が考慮されていないので必要な値を加算するものとする。コンクリートの設計基7

準強度２１Ｎ／㎜ の場合は３５ｄを，２４Ｎ／㎜ の場合鉄筋がＳＤ３４５を使用するものは３５ｄを，鉄2 2

筋がＳＤ２９５を使用するものは３０ｄを確保する。
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( ) 鉄筋表の作成例8

表６－２０

３．重ね継手

表６－２１

表６－２２

( ) ①は床版にも適用する。1

( ) ②は場所打杭（深礎杭含む）の主鉄筋に適用する。2

( ) １０㎜以下の端数は切上げとする。3

( ) 擁壁，ボックスカルバート等の設計において標準設計及び地建図集使用の場合は上記表によらなくてよい。4

４．数量算出区分（高さ区分）

鉄筋の数量集計は，作業地盤からの構造物の高さが±５ｍ未満，±５ｍ以上に区分して算出する。

( ) 作業地盤から構造物の高さが±５ｍ以上の場合は，全数量を対象数量とする。1
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( ) 同一構造物が下図のように連続する場合の数量算出区分2

１）連続構造物の場合，目地と目地との間を１施工単位と考え対象数量を算出する。

図６－５２

２）単独構造物の場合でいずれか一方の高さ（Ｈ）が５ｍ以上に該当する場合は全数量を対象とする。

図６－５３

( ) 規格・仕様3
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鉄筋工数量集計表

６－１２ 仮 設 工

６－１２－１ 足場及び支保工

１．適用範囲

( ) 足 場 工1

足場工は，高さ２ｍ以上の構造物で，平均設置高３０ｍ以下のものに適用する。

なお，この工法の選定は次表による。また，法枠工については切土勾配が１：１．２以上の場合に計上する。

表６－２４ 足場工法の選定

( ) 支 保 工2

支保工は構造物施工に係る平均設置高３０ｍ以下のものに適用する。

なお工法の選定は次表による。

表６－２５ 支保工法の選定

２．数量算出区分

( ) 足 場 工3

高さ区分については，一連の構造物全体を一単位として，平均設置高４ｍ未満，４ｍ以上に区分し，４ｍ以上
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については施工基面からの最大高さ２０ｍ未満，２０～３０ｍに区分する。

図６－５４

① 平均設置高さ：Ｈ＝（Ｈ ＋Ｈ ）÷２３ ４

② 施工基面からの最大高さ（Ｈ またはＨ ）１ ２

( ) 支 保 工2

それぞれの種類について，内空を有する構造物ごとに区分する。

とりまとめについては次表を参考とする。

表６－２５ 支保工法の選定（空ｍ3）

種類 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保工 くさび結合支保工

支保耐力 ㎡( ㎡) ㎡ ( ㎡ ) 超 ㎡( ㎡) ㎡ ( ㎡ ) 超40kN/ 4.1t/ 40kN/ 4.1t/ 40kN/ 4.1t/ 40kN/ 4.1t/

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚 以下 ㎡( ㎡)以下 以下 ㎡( ㎡)以下60kN/ 6.1t/ 80kN/ 8.2t/

条 件 ｔ≦ ㎝ ㎝＜ｔ≦ ㎝ ｔ≦ ㎝ ㎝＜ｔ≦ ㎝120 120 190 120 120 190

平均設置高Ｈ＜４ｍ

30施工基面からの最大高

ｍ以下 － －

30施工基面からの最大高

ｍ超 － －

※ 張り出し部等で断面の変化する場合のコンクリート厚は平均とする。
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３．種別足場工・支保工数量算出

( ) 足場工の計算1
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( )支保工の計算2
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( ) 支保工概念図3

Ｌ Ｗ

1ｔ
2ｔ

1ｈ

2ｈ

図６－５５ 支保工概念図

・支保耐力決定のためのコンクリート厚（ｔ）は，次式により算出する。

ｔ＝（ｔ ＋ｔ ）÷２1 2

・支保工の空体積（空ｍ ）は，次式により算出する。3

Ｖ＝（ｈ ＋ｈ ）÷２×Ｌ×Ｗ１ ２

６－１２－２ 土 留 工

１．適用範囲

陸上部において掘削にともなう地山の崩壊を防止する目的で使用する親ぐい方式仮設構造物，および水中部や地下

水の存在する陸上部において，止水と土留めを目的として使用する鋼矢板式仮設構造に適用する。Ｈ形鋼の適用区分

は次表を標準とする。

表６－２７ Ｈ形鋼の適用区分
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２．構造形式

鋼矢板式の標準的な構造および部材名称は次のとおりとする。

図６－５６ 土留め標準図

３．Ｈ形鋼の断面性能，断面特性

表６－２８ Ｈ形鋼の断面性能，断面特性（生材・加工材）
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表６－２９ Ｈ形鋼の断面性能，断面特性（生材・加工材）

図６－５７
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４．重量算出方法

主部材および副部材の重量算出は，次表による。ただし，これによりがたい場合は別途考慮する。

表６－３０ 部材重量算出方法

注） 運搬質量については，主部材，副資材(Ａ)（リース材）について計上するものとし，副部材(Ｂ)（１

現場全損とするもの）については運搬重量として計上しない。

６－１２－３ 仮締切工

１．土のうのとりまとめ方

( ) 土のう面積の算定1

土のう面積＝直高（Ｈ）×延長（Ｌ）

( ) 土のう積（張）施工状況2

図６－５８

６－１２－４ 仮 橋 等

１．適用範囲

仮橋等は，Ｈ形鋼などを用い，床版として覆工板を敷いて工事用車両などの通行に供する工事専用の仮橋および工

事用の作業台等に適用する。
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２．構造形式

① 鋼製覆工板

② 覆工受板

③ 覆工桁受け

④ 仮 橋 杭

⑤ 綾 構

⑥ 手 す り

図６－５９

６－１２－５ 仮設材損料の取扱い

重仮設材（鋼矢板，軽量鋼矢板，Ｈ形鋼，鋼管山留材，積工板，銅製マット等）については賃料で，軽仮設材（各

種型枠，枠組足場，パイプ類，足場板，吊り枠，組立ハウス等）は従来どおり損料で積算する。

， 「 」 「 」仮設材の積算にあたっては 工程を決定した後に 建設用仮設材損料算定基準 及び 建設用仮設材賃料積算基準

等を参考として，仮設材の供用日数と賃料（または損料）を十分検討し適切な積算を行うことが望ましい（図６－６

０参照 。）

図６－６０ 一般的な土留の工程と供用日数の考え方（参考）工
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１
仮設材損料（賃料）＝１現場当り使用数量（ｔ）×供用日数× ×１日当り損料（円ｔ･日）/

稼働率

表６－３１ 降雨日による作業稼働率（参考）

（注１）降水量１０㎜以上の日数は，仙台地区の１９６１年から１９９０年までの３０年間の気象データである。

（注２）この計算例では，作業不能日の基準を日降水量１０㎜以上としたが作業内容や現場条件によっては，この基

。 ， ， 。準は変わり得る また 特に土工作業の期間など １つの工事の特定の期間でこの基準が変わることもある

（注３）休日については，以下の要領でカウントした。

◆土曜・日曜……………４週８休

◆祝日・祭日……………土曜・日曜と重なるものは除く

◆年末年始・夏休み……土曜・日曜・祝日・祭日と重なるものは除く

◆そ の 他……………施工地域国有の休日があればカウントする。ただし土曜・日曜・祝日・祭日と重な

るものは除く

（注４）稼働等については，計算結果の小数３位を切り捨てした。

（注５）橋桁仮設工事を例にすると，風力等により作業不能日数の要因となる場合もある。

参考 全国地点別の日降水量10㎜以上の日数（統計期間：1961年から1990年までの平均値）

「工期設定の考え方と事例集」建設物価調査会発行Ｐ．１６

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

作業不能日
（降雨量10mm以上 1.2 1.7 2.0 3.3 3.2 3.9 5.1 4.5 5.1 3.1 1.8 0.9 35.8

土曜・日曜 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 104

祝日・祭日 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 14

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ 0

年末・年始 3 2 5

夏休み 2 2

その他 0

作業不能日と休日のダブリ 0.5 0.6 0.6 1.1 1.2 1.0 1.6 1.6 1.7 1.0 0.7 0.3 11.9

暦日 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

稼働日数 16.3 15.7 19.4 15.6 14.6 17.1 14.3 13.9 13.2 16.9 16.5 18.8 192.3

休日数
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仮設工数量集計表
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地中連続壁工数量集計表
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